
　　２　登録事項を変更した場合、「登録事項等変更届」を提出して下さい。

　　　　更新講習会開催案内、登録事項等変更届のほか、交通信号工事士技能検定に関する情
　　報は、全信工ホームページ(http://www.zenshinko.jp)に掲載しております。
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◎　合格者は、次のことを厳守願います。
　　１　有効期限（５年間）内に更新講習を受講しないと資格を失効します。
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平成３０年度　第１種交通信号工事士技能検定試験結果発表

平成３０年度交通信号工事士技能検定試験結果は、下記の受験番号の方が合格されました。
なお、後日、合否通知書並びに交通信号工事士之証を会社（本社）一括で郵送します。
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